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５ 指導監督上の留意事項について 

（２）施設整備関係 

ア 無理な資金計画が不祥事実につながるケースが多いので、施設整備計

画を認める際に十分に審査を行うことはもとより、整備後においても資

金計画の履行状況を常に把握し、不十分な点がある場合には、改善され

るまで施設設置の認可を保留するなどその都度強力な指導を行われたい

こと。 

特に寄附金に係る資金計画については、その履行状況を十分点検する

必要があること。また、指定寄附金の適正な審査が行われるよう、各都

道府県共同募金会に対し必要な指導及び協力を行われたいこと。 

   

イ 建設業者からのリベートや二重契約は絶対に避けなければならないこ

とはいうまでもない。したがって、施設建設工事に係る契約手続につい

ては、都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適切に行うとともに、

あらかじめ都道府県市に入札参加業者を届け出るよう指導し、届出のあ

った業者について工事実績等に不適切な点があれば法人に適切な助言を

行われたいこと。 

なお、社会福祉施設の整備を行う法人が、国庫補助事業を行うために

契約を締結した相手方（以下「建設請負業者等」という。）から多額の

寄附を受けることについては、共同募金会を通じた受配者を指定した寄

附金を除いて禁止されているのでこの点に留意すること。 

また、法人が建設工事契約を締結した場合には、その内容について報

告を求め、不正の点がないか確認されたいこと。 

さらに、施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当で

はなく、国庫補助の対象としないこととしているので、特に留意するこ

と。 
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ウ 入札を行う場合には、監事や、複数の理事（理事長を除く）及び評議

員（理事長の６親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令の規定

による「特殊の関係のある者」を除く。）を立ち会わせるよう指導され

たいこと。 

この場合、地元市町村職員の立ち会いを求めることも適当であるこ

と。 

入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入

札結果（入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額）を都道府県

市に届け出るよう指導し、都道府県市において当該入札結果（入札金額

を除く）を一般の閲覧に供されたいこと。また、法人においても入札結

果を一般の閲覧に供するよう指導されたいこと。 

 

エ 施設建設に当たり、当初計画に従った建設が進行しているか否かの実

情を確認するため、建設工事中間時点及び工事完了時点において、工事

監理者及び請負業者立会いのもとで、可能な限り公共事業担当部局との

連携を図りつつ、現地調査を行われたいこと。 

また、併せて、工事の一部を下請業者が行う場合には、法人に対し、

当該下請業者の商号又は名称その他必要な事項を確認するよう指導する

とともに、都道府県市においても、現地調査においてこれらを確認され

たいこと。 

 

オ アからエまでに規定する取扱いは、民間公益補助事業による施設整備

についても同様であること。 

 

カ 事業規模の縮小（整備費等の減額）等社会福祉・医療事業団借入金の

限度額に変更が生じる場合があるので、事業完了時点における当初計画

との突合等により事実把握に努めるとともに、あらゆる機会を通じて所

要の届出を行うよう周知徹底を図られたいこと。 

 

キ リースによる設備の整備は、設備整備費国庫補助の対象にならないの

で、十分点検されたいこと。 
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